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   受動喫煙防止対策の推進について（依頼） 

 

 本県の健康づくり施策の推進につきましては，日頃から御理解，御協力を賜り厚く

御礼申し上げます。 

さて，平成 24 年 10 月 29 日付け厚生労働省健康局長「受動喫煙防止対策の徹底に

ついて」において，受動喫煙防止対策の推進が求められているところです。 

通知では，「多数の者が利用する公共的な空間については，原則として全面禁煙であ

るべき」とされ，受動喫煙防止対策は，多数の者が利用する施設管理者の努力義務と

されております。 

つきましては，本通知の趣旨並びに受動喫煙による健康への悪影響に関する科学的

知見の蓄積や，県民の受動喫煙への関心の高まりを踏まえ，適切な対策をお取りくだ

さるよう，貴会会員に対する周知について，特段の御配慮をお願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問い合わせ先： 

茨城県保健福祉部保健予防課   

健康づくりＧ  

 〒310-8555 水戸市笠原町９７８番６  

 TEL:029-301-3229 FAX:029-301-3239  

tel:029-301-3229

